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告
知
義
務
に
於
け
ろ
「
悪
意
又
は
重
過
失
」

田

中

和

夫

我
が
商
法
は
告
知
義
務
違
反
の
要
件
と
し
て
主
観
主
義
を
採
用
し
、

「
保
険
契
約
ノ
當
時
保
険

契
約
者

(
叉
ハ
被
保
険

者
)
カ
、

悪
意
叉

ハ
重
大
ナ
ル
過
失

昌
因
リ
重
要
ナ
ル
事
實
ヲ
告
ケ
ス
、
叉
ハ
重
要
ナ
ル
事
項

昌
付
キ
不
實
ノ
事
ヲ
告
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
保
険

者

ハ
契
約
ノ
解
除
ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
得
L
損
害
保
険

に
つ
き
商

六
四
四
條

一
項
本
文
、

生
命
保
険

に
つ
き
商

六
七
八
條

項
本
文

と
規
定
し
て
ゐ
る
。
告
知
義
務
に
つ
き
主
槻
主
義
を

採
用
す
る
こ
と
が
、
立
法
論
と
し
て
安
當
で
あ
る
か
否
か
は
、
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

號

(
昭
和

十
五
年
十
月
)
。
荷
青
谷
利
夫
氏
、
告
知
義
務

に
關
す
る

規
定

の
浩
軍
、
生
命
保
険

純
菅

一
四
巻

一
號

(
昭
和

十
七
年
二
月
)

田
中
耕
太
郎
博
士
、
告
知
義
務

に
於

け
る
客
糎

主
義
、
法
協
五
八
巻

一
〇

本
稿
は
我
が
現
行
法
の
下
に
於
け
る

「
悪
意
叉
は
重
過
失
」
に
關
す

る
大
審
院
判
例
に
つ
い
て
述

べ
る
も
の
で
あ
る
。

大
審
院
判
決
録

大
密
院
判
例
集
に
は

こ
の

種

の
事
件

が
見
必岡
ら
な

い
幽

の
殆
ん
ご
総

て
は
不
告
知

「
重

要

ナ

ル
事

・實

ヲ
出ロ
ケ

ス
」

及
び
法
律
薪
間
に
報
告
せ
ら
れ
た
大
審
院
判
例
鳳
、
何
れ
も
生
命
保
険

に
開
し
、
且
そ

に
つ
い
て
で
あ

る
。
從

つ
て
本
稿

の
記
述
も
そ
の
場
合
を
中
心
と
す
る
。

こ
の
問
題
に
つ
き
、
上
告
理
由
に
屡
援
用
せ
ら
れ
判
例
を
も
指
導
し
て
ゐ
る
學
説
は
、

松
本
博
士
の
そ
れ

告
知
義
務

ゴ
付
テ
、
同

博
士
私
法
論
文
集

二
巷



二
D
九
頁
以
下
、
そ

の
二
一=

頁
、

ニ
ニ
ニ
頁
。

こ
の
論
文
は
初
め
、

法
律
評
論
二
巻

一
三
號

(
大
正
二
年
弓
月
)

に
掲
載
さ
れ
・た
の
で
あ
る

で

あ

る

。

曰

く

、

「
悪

意

ノ
不
漕告
知

二
付

テ

ハ
、

(
一
)

重
∵嬰

ナ

ル
事
、賢

ノ
存
在

ヲ

知

ル

コ
ト
、

(
二
)

其

事
實

ノ
重

要

ナ

ル
事

實

出
ロ燭

ス

ル

コ
ト

ヲ
知

ル

コ
ト
、

(
三
)

故

ラ

ニ
其

事
實

ヲ
告

ケ

サ

ル

コ
ト

ノ

三
要

件

ヲ
要

ス
。
」

「
重

大

ナ
ル
過

失

二
因

ル
不

告
知

ハ
、

三

ノ
場

合

二
存
在

シ
得

ル
ノ
デ

ア

ル
。

即

チ
、

(
一
)

重

要

ナ

ル
事
實

ノ
存

乖

及

ヒ
其
重

要

ナ

ル
泰
實

二
属

ス
ル

コ
ト
ヲ

知

ッ
テ
、

而

モ
重

大

ナ

ル
過

失

二
因

ッ

テ
之

ヲ

告

ケ

ザ

リ

シ
ト

キ
、
(
二
)

重

要

ナ

ル
事
貴

ノ
存

在

ヲ
知

ッ
テ
、

而

モ
重
大

ナ

ル
過

失

一殉
因

リ
其

重
要

ナ

ル
事
實

二
馬

ス
ル

コ
ト

ヲ
知

ラ

サ

ル

カ
爲

メ
、

之

ヲ

告

ケ

サ
リ

シ
ト

キ
、
(
三
)

重
大

ナ

ル
過

失

二
因

テ
其

重

要

ナ
ル
事

實

ノ
存
左

ヲ
知

ラ

サ

ル

カ
鴛

メ
、

之

ヲ
告

ケ

サ

リ

シ
ト

キ
、

ノ

三
力
是

レ
デ

ア

ル
。
」

(
一
)

先
づ

「悪
意
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
判
例
が
あ
る
。

〔
一
〕

大
判
大
正
五
年

一
一
月
二
四
日

民
録
ニ
ニ
韓

二
三
〇
九
頁
、

抄
録
轟ハ
九
巷

一
五
五
四
七
買

「商

法
第

四

百

二

十
九

條

(
現

六

七
八

條
)

二
所
謂

悪

意

ト

ハ
、

告

ケ

サ
リ

シ
重

要

ナ

ル
事

實

ノ
存

左

ヲ
知

リ

又

ハ
告

ケ

タ

ル
事

ノ
不
實

ナ

ル
ヲ

知

リ
タ

ル

コ
ト

ヲ
謂

フ

モ
ノ

ナ

レ

ハ
、

被
保
険

…者

力
悪

意

二
因

り
重

要

ナ
ル
事

實

ヲ
告

ケ

ス

叉

ハ
重
要

ナ

ル
事
項

二
付

キ
不
實

ノ
事

ヲ

告

ケ

タ

リ

ト

爲

ス

ニ
ハ
、

不

告

又

ハ
不

實

ノ
告
知

ヵ
故

意

二
出

テ

タ

ル

コ
ト

ヲ
要

ス

ル

モ
ノ

ト

ス
。
」

こ
の
判
決
よ
り
す
れ
ば
、
軍
要
事
實
の
存
在
を
知
つ
て
ゐ
た
の
み
で
悪
意
に
よ
る
不
告
知
と
な
り

こ
と
を
知

つ
た

の
み
に
て
悪
意

に

よ
る
不
實
告
知
と
な
り
、
で
あ
る

本
件
は
不
實
告
知

の
事
件
で
あ
る
。

從

つ
て
、
告

げ
た
事

の
不
實
な
る

從
つ
て
そ
れ
の
み
で
、

邸
ち
事
實
自
體

は
知
つ
て
ゐ
る
が
そ
の
重
要
な
事
實
な
る
こ
と
を
知
ら
な

か
つ
た
場
合
に
於

て
も
、
悪
意

に
よ
る
告
知
義
務
違
反
と
な
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
點

は
後

に

(
三
)

に
於
て
述
ぶ
る
如

く
判
例
全
体

の
態
度
と
し
て
は
然
ら
ざ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、
判
例
も
悪
意
に
よ
る
告
知
義

務
違
反
と
な
る
に
は
、
事



實
を
知
つ
て
ゐ
る
以
外
に
そ
の
事
實
の
重
要
な
.る
事
實
で
あ
る
こ
と
を
も
知
つ
て
居
る
こ
と
を
要
す
る
と
し

て
ゐ
る
の
で
訪

る
。

松
本
博
士
は
前
述
の
如
く
、
悪
意

に
よ
る
不
告
知
た
る
爲
に
は
、
こ
の
二
要
件
の
外
に
、
「
故
ラ

昌
其
事
實

ヲ
告
ケ
サ
ル
コ
ト
」
を

も
必
要
と
す
る
と
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
故
ラ

一こ

と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ら
う
か
。
故
意
と
は
、
事
實

を
認
識
し
な
が
ら
(
郎
ち

通
常
の
善
意
悪
意
の
意
味

に
於
け
る
悪
意
で
あ
り
な
が
ら
)
敢

て
爲
す
心
理
状
態

を
指
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

「
故
ラ
昌
」
と
い

ふ
の
も
軍
に
こ
の
故
意
の
心
理
状
態

を
指
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
ら
う
。

「
商
法
第
四
百
二
十
九
條
(
現
六
七
八
條
)

昌
所
謂
重
要
ナ
ル
事
實
叉

ハ
重
要
ナ
ル
事
項
ト
ハ
、
'被
保
険

者
ノ
生
命

昌
關

シ
危
険
ヲ
測
定

ス
ル
カ
爲
メ
昌
必
要
ナ
ル
事
實
叉

ハ
事

項

昌
シ
テ
、
保
険

者
力
之

昌
依
り
契
約
ヲ
締
結
ス
ル
ヤ
否
ヤ
、
叉

ハ
約
定
ノ
條
件

昌
テ
契
約
ヲ
締
結

ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
決
ス
ル
昌
付
キ

・

影
響
ヲ
及
ボ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
指
稽

ス
」

大
判
大
正
四
年
四
月

一
四
日
民
録

一

一
輯

「四
八
六
頁
、
抄
録
五
四
巻

二

一
五
二
三
頁

」

る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
同
條

の
悪
意

に
害
意
が
必

要
で
あ
る
と
し
て
も
、
重
要
な
る
事
實
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
ゐ
る
以
上
は
、
通
常
の
意
義
に
於
け
る
害
悪
は
存
在
す
る
の
で
あ

つ

て
、
事
實
自
盟
と
そ
の
重
要
性
と
を
認
識
し
な
が
ら
告
知
せ
ざ
一'5
と
き
は
、
悪
意

に
よ
る
告
知
義
務
違
反
と
な
る
。

(
二
)

次
に
悪
意

の
推
定
認
定
に
關
し
述
べ
る
。
右
に
引
用
し
た
大
判
大
正
五
年

一
一
月
二
四
日
は
、
養

子
を
實
子
な
り
と
し
て

血
統
…
関
係を
告
知
し
た
事
件

、從

つ

て
不
實

-告

知

の
事

件

で
あ

る
が

、

曰

く
、

「
以
上
ノ
悪
意
ヲ
立
證

ス
ル
ノ
責

任

ハ
保
険

者

二
在

ル
ヲ
原
則
ト
爲

ス
ト
錐
モ
、
保
険

契
約
者

ハ

被
保
険

者
力
自
己
ノ
實
子

二
非
サ
ル

ニ
拘

バ
ラ

ス
、
己
等
夫
婦
ヲ
被
保
険

者

ノ
實

父
母

ナ
リ
ふ
シ
、
叉
己
等
央
婦
ノ
父
母
ヲ
被
保
険

者

ノ
實

組
父
母

ナ
リ
ト
シ
、
其
健
否
、
死
亡
年
齢
、
、死
亡
原
因

ヲ
告

ケ
タ

ル
場

合

二
於

テ
ハ
、
不
實

ヲ
告
ク
ル
モ
ノ
ナ
ル

コ
ト
ヲ
知

リ
タ

ル
モ
ノ
ト
見

ル

ヘ
キ
ヲ
以
テ
、
裁
判
所

ハ
反
謹
ナ
キ
限

リ
、
保
険

契
約
者

ハ
悪
意

ヲ
以

テ
不
實

ノ
告
知
ヲ
爲

シ
タ
ル

モ
ノ
ト
認

メ
、
保
険

契
約
者

こ
悪
意

高
非

サ
ル
立
誇
ヲ
爲

サ
シ
ム
ル
ヲ
相
當

ト
ス
。
」



〔
二
∪

大
判
大
正
七
年

一
〇
月
五
日

民
録
二
四
輯

一
八
六
八
頁
、

抄
録

巻

一
八
七
六

一
頁

は
、
疾
患
自
㎝党
の
推
定
を
爲
し
て
ゐ
る
。

「
被
保
険

者
力
氣
管
枝
加
答
見

二
罹
リ
タ
ル
事
實

ア
ル
ト
キ

ハ
、
同
入

ハ
署
學
上
ノ
病
名
如
何

二
係

バ
ラ
ス
、
保
険
契
約
締
結
當
時
疾
患
夫
薗
鐙

ヲ

自
畳

シ
居
リ
タ
リ
ト
推
定

ス
ヘ
ク
、
保
険

者

ノ
立
詮
ヲ
竣

テ
之
ヲ
決

ス

ヘ
キ
モ
ノ

ニ
非

ス
θ
」

本
件
に
於
て
は
、
署
學
の
素
養
あ
る
者
が
、
馨
者
の
診
療
を
受
け
、
處

方
箋

に
よ
り
服
藥
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

樹
後
述

(
七
)
に
引
用
す
る

〔
一
一
〕
〔
一
四
〕
は
、
共
に
、
契
約
締
結
の
直
ぐ
前
に
醫
師

の
診
療
を
受
け
た
場
合
に
、

「右
疾
病

昌
罹
リ
シ
事
實
く
保
険
契
約
締
結
ノ
當
時
之
ヲ
自
畳
シ
居
リ
シ
モ
ノ
ト
看
傲

ス
ベ
キ

ハ
當
然

昌
シ
テ
」
と
云

つ
て
ゐ
る
。

(
三
)

し
か
し
疾
患
自
體

を
自
畳
し
て
ゐ
る
こ
と
と
、
そ
の
重
要
性
を
も
自
畳
し
て
ゐ
る
こ
と
と
は
之
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
疾
患
自
禮
を
自
畳
し
て
ゐ
て
も
、
そ
の
重
要
性
を
自
畳
し
て
ゐ
な
い
場
合
に
は
、
前
述
の
如
く
そ
の
事
實
を
告
げ
す
と
も
悪

意
に
よ
る
不
告
知
と
な
ら
す
、
且

そ
の
不
自
畳
に
重
大
な
過
失
の
な
い
と
き
は
、
重
過
失
に
よ
る
不
告
知
と
も
な
ら
す
告
知
義
務
違

反
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〔
三
〕'
大
判
大
正
六
年

一
〇
月
二
六
日

民
録
二
三
輯

一
六

二

一頁
、

抄
録
六
五
巻

一
四
二
六
七
頁

『
同
條

(
現
商

六
七
八
條
)

ハ
告
知
義
務

ノ
違
背

二
保
険
契

約
者

叉
ハ
被
保
険

者

ノ
悪
意
若

ク

ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ヲ
要
求

セ
ル
ヲ
以
テ
、

被
保
険

者

力
現
在
症

ノ
生
命

ノ
危
険

ヲ
誘
起

ス

ヘ
キ
危
険

性
ヲ
自
畳

セ
ス
、

又
自
畳

セ
サ
ル

ニ
付

キ
重
大
ナ
ル
過
失
ナ
キ
以
上

ハ
、
告
知
義
務
違
反

ト
シ

テ
同
條

ノ
不
利
益

ナ
ル
結
果

ヲ
被

ム
ル

コ
ト
ナ
シ
。
」

そ

の
實

例

と

し

て
、

〔
四
〕

大
判
大
'
一
五
年
七
月
七
日

新
聞
二
五
八

五
號
六
頁



「
甲

ハ
唯

一
回
證
人

方

二
赴

キ
其

ノ
診

療

ヲ
受

ケ

『
肺

力
悪

イ
位

ノ
事

』

ヲ
告

ラ

レ
タ

ル
ノ

ミ

ニ
止

マ
リ
、

其
後

更

二
詮

入

方

二
來

リ
タ

ル

コ
ト

ナ

ク
、
證
人

モ
亦

同
入

ハ
既

二
全
快

シ
タ

ル

モ

ノ
ト
信

シ
居

タ

リ

ト
謂

フ

ニ
ア

リ

テ
、

軍

二
右

謹

様

二
依

リ

テ

ハ
、

甲

ノ
病

症

ハ
當

時

甚

ダ

輕

微

ノ

モ
ノ

・;

テ
、

甲

・
之

二
封

ス
ル
認

識

又
趣

が
'テ
漫

然

タ
リ

シ
モ

ノ
ト
認

ム
ル

ノ
外

ナ

ク
、

其

ノ
程

度

二
於

テ
甲

ガ
同

人

ノ
生
命

ノ
危
険

ヲ

測
定

ス

ヘ
キ
重
要

ナ

ル
事
實

ノ
認

識

ア

リ
、

若

ハ
之

ヲ
認

識

セ
サ
リ

シ

コ
ト

ニ
付

テ
過

失

ア
リ

タ

ル

モ
ノ

ト
即

贈働
シ
皿難
キ

モ

ノ
ト
謂

ハ
.サ

ル
ヲ
得

ス

。
)

'

稽
明
瞭
で
な
い
貼
が
あ
る
が
、
こ
の
判
決
は
単
な
る

病
症
の
自
畳
よ
り
も
、
そ
の
重
要
性
の
自
畳
が
問
題

と
な
つ
そ

ゐ
る
と
云

へ

る
。〔

五
〕

大
判
大
正
九
年

一
月
二
五
日

新
聞

一
八
〇

六
號

一
七
頁

」
氣
管
支
加
磐
兇

ハ
、
病
症
輕
微

ニ
シ
テ
署
師
ト
錐

モ
之

力
存
在
ヲ
感

知

ス
ル

ニ
困
難
ナ
ル
場
合
ノ
如
キ

ハ
、

患
者

二
於

テ
モ
之

ヲ
自
畳

セ
サ
ル

コ
ト
砂

ナ
シ
ト
セ
ス
。
故

二
被
保
険

者
甲
ヵ
契
約
締
結
前

ヨ
リ
氣
管
支
加
答
見

㌧一
罹
リ
居
タ
ル

ニ
セ
ヨ
、

契

約
當
時
其
病
症
輕
微
ナ
リ
シ
ナ
ラ

ン

ニ
ハ
、

必

ス
シ
モ
自
畳

ア
リ

シ
モ
ノ
ト
謂

フ
可
カ
ラ

ス
。

然

ル

ニ
原
院

力
、
甲

ハ
保
険
契
約
ノ
成
立

シ
タ

ル
大
正
二
年
六
月

三
十
日
前

ヨ
リ
氣
管

支
加
答
見

脅

サ
レ
署
師

ノ
診
断

ヲ
受
ケ
、
同
月
二
十

百

迄
服
藥

シ
居
タ
ル

ニ
、

爾
後
高
低
ア
ル
モ
病
勢
漸

ク
昂
進

シ
テ
肺
尖
加
答
児

ノ
症
厭

ヲ
呈

シ
途

二
大
正
五
年
五
月
二
十

一
日
肺
結
核
症

二
因
リ
死
亡

シ
タ

ル
旨
判
示

シ
タ
ル
モ
、

結
約
當
時

二
於
ケ

ル
病
症
ノ
輕
重

ヲ
モ
判
示
セ
ス
シ

テ
、
直

二
甲

力
其
當
時
疾
患
ノ
存
在

ヲ
自
畳

シ
居
タ

ル
旨
剣
定

シ
タ
ル

ハ
、

理
由
不
備

ノ
不
法

ア
ル

モ
ノ
ナ
リ
。
」

本

判

決

は

、

疾

患

を

自

畳

し

居

た

旨

判

定

し

た

の
は

不
當

と
し

て
ゐ

る
け

れ

こ

も

、
本

件

の
如

き
事

情

の
下

に
於

て
は

〔
二

〕

と

同

様

に
」

疾

患

自

禮

は
自

畳

し
居

た

と
推

定

す

べ

き

で
あ

つ

て
、

問

題

は
寧

ろ

疾

患

が

重
要

性

を

有

し
そ

ゐ

る

こ

と

の
自

畳

如

何

に

あ

る
。

(
四

)

か

く

の
如

・
、、

悪

意

に

よ

る
不

告

知

た

る
爲

め

に

は
、

軍

じ
事

實

、

そ

の

も

の

に

つ

い

て
の
知

の
外

に
、

そ

の
知

れ

る
事



實
が
重
要
事
實
な
る
こ
と
に
つ
馬い
て
の
知
を
も
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
告
知
義
務
違
反
あ
り
や
否
や
を
決
定
す
る
に
は
、
そ
の
重

要
事
實
な
る
こ
と
の
知
不
知
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

(
尤
も
そ
の
不
知
に
つ
き
重
過
失
あ
り
た
る
場
合
に
は
、
重
過

失
に
よ
る
不
告
知
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
そ
の
重
要
事
實
な
る
こ
と
を
知
つ
た
か
、
叉
之
を
知
ら
す
と
す
る
も
そ
の
不
知
に
つ

き
重
大
な
る
過
失
が
あ
る
」
と
い
ふ
や
う
な
判
断
を
し
て
も
差
支
な
い
。)

次
の
判
決
は
、
前
に
も
引
用
し
た
が
、
重
要
な
る
事
實
と
ば
何
で
あ
る
か
か
ら
説
き
起
し
、
右
の
鮎
を
説
明
し
て
ゐ
る
。

〔
六
〕

大
判
大
正
六
年

一
〇
月
二
六
日

民
録
二
三
輯
日
一
六

一
二
頁
、

抄
録
山ハ
五
巻

一
四
二
山バ
七
頁

(
前
掲
〔
三
〕
)

「
商
法
第
四
百
二
十
九
條

(
現
六
七
八
條
)
第

一
項

二
所
謂
重
要

ナ
ル
事
實
ト

ハ
、
危
険

ノ
測
定

二
影
響
ラ

及

ボ
ス

ヘ
キ
事
智
ハ
ニ
シ
テ
、
其
然

ル

ヤ
否

ヤ
ハ
之
ヲ
客
観
的

二
決
定

ス

ヘ
ク
、
保
険

契
約
者
又

ハ
被
保
険

者
ノ
主
襯
的
判
噺

二
依
リ
テ
定

マ
ル

ヘ
キ
モ
ノ

ニ
非

サ
ル
ハ
論

ヲ
竣
タ

ス
。

故

二
筍

ク
モ
保
険
契
約
締
結
當
時

二
於
ケ
ル
被
保
険

者

ノ
現
在
症

力
、

生
命

ノ
危
険

ヲ
惹
起

ス
ヘ
キ
素
質

ヲ
有

シ
、
而
カ

モ
現

二
莫
病
症

ヵ
死
ノ

原
因
卜
露

リ
タ

ル
モ
ノ
ナ
ル
以
上

ハ
、
現
在
症

力
未
タ
重
大

ナ
ル
症
状

ヲ
呈
セ
サ
ル
ト
キ
ト
錐

モ
、

之
ヲ
目
シ
テ
同
條

ノ
重
要
事
實
ト
謂

ハ
サ
ル

一

可
テ
ス
。
」

「
唯
同
條

ハ
告
知
義
務

ノ
違
背

二
保
険
契

約
者

又

ハ
被
保
険

者

ノ
悪
意
若
ク

ハ
重
大

ナ
ル
過
失
ヲ
要
求

セ
ル
ヲ
以
テ
、

被
保
険

者

力
現
在
症

ノ
生

命

ノ
危
険

ヲ
誘
起

ス

ヘ
ギ
危
険

性
ヲ
自
畳

セ
ス
、

叉
自
畳

セ
サ
ル

ニ
付

キ
重
大

ナ
ル
過
失
ナ
キ
以
上

ハ
、
告
知
義
務
違
反
ト

シ
テ
同
條
ノ
不
利
益

ナ

ル
結
果

ヲ
被

ム
ル

ノコ
ト
ナ
カ
ル

ヘ
キ
ノ
ミ
。
」

「
然

レ
ハ
裁
判
所

こ
於

テ
、
保
険

契
約
締
結
當
時

二
於

ケ
ル
被
保
険

者

ノ
現
在
症

ヲ
保
険
者

二
告
知

セ
サ
リ

シ

ニ
付

キ
責

任
ア
リ
ヤ
否
ヤ
ヲ
剣
定

セ

ン
ニ
ハ
、
其
疾
病
力
生
命

ノ
危
除
嚇
ヲ
若
似起

ス

ヘ
キ
素
質
ヲ
有

セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
否

ヤ
、

其
疾
病

ハ
死

ノ
原
因

ト
爲

リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
、
其
疾
病

力
危
険
…ノ
症
状

二
陥

ル

ヘ
キ
尋
常

一
様
ノ
病
症

二
非
サ
ル

コ
季
ヲ
自
畳

シ
タ
ル
ヤ
否

ヤ
、

自
畳

セ
サ
ル
ト
シ
テ
自
畳

セ
サ
ル

昌
重
大

ナ
ル
過
失
ア

リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
判
噺

セ
サ
ル
可
ラ
ス
。
」



次
に

「
重
大
な
る
過
失
」
に
關
す
る
判
例
に
移
る
。

(
五
)

事
實
自
體

の
不
知
に
つ
い
て
の
重
過
失

に
關
し
、
次
の
判
例
が
あ
る
。

〔
七
∪

大
判
大
正
四
年
六
月
二
六
日

民
録

二

一
輯

一
〇
四
四
頁
、

抄

八
巻

二
九
八
二
頁

「
告

知

義
務

者

力
保
険

契

約

ノ
當
時

重

要

ノ
事

實

ヲ
思

ヒ
浮

ヘ
サ
リ

シ
ト

ス

ル

モ
、

些
少

ノ
注
意

ヲ
用

ユ
レ

ハ
之

ヲ
思

ヒ
浮

へ
得

ヘ
カ

リ

シ
場
合

ナ

ラ

ン

ニ
ハ
、

重

大

ナ

ル
過

失

二
因

リ

テ
重

要

事

實

ヲ
告

知

セ

サ
リ

シ

モ
ノ

ト
爲

ス

ヘ
キ

モ

ノ
ト

ス
。
」

本
件
に
於

て
は
、
大
正
二
年
八
月
上
旬
臓
溢
血
病
に
罹

つ
た
事
實
あ
る
に
拘
ら
ず
、
同
年
十

一
月
二
十
二
日
之
を
告
知
せ
す
に
保

瞼
契
約
を
締
結
し
た
事
實
に
つ
き
、
原
裁
判
所
が

「右
脳
隘

血
病

ハ
極
メ
テ
輕
微

昌
シ
テ
、
被
保
険

者
甲
自
身

昌
於
テ
ハ
殆

ン
ト
念

頭
ニ
置
カ
サ
リ
シ
カ
如
キ
程
度
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
事
由

昌
依
リ
、
甲

二
悪
意
叉

ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ナ
キ
旨
」
判
示
し
た
の
に
対
し
、

大
審
院
は
、
右
の
理
由

に
基
き
、

「
重
要
ノ
事
實
力
念
頭

昌
在
ラ
サ
リ
シ
ト
ス
ル
モ
、
直
チ

昌
以
テ
重
,大
ナ

ル
過
失
ナ
シ
ト
ス
ヘ
カ

ラ
ス
。
之
ナ
シ
ト
ス
ル
昌
ハ
必

ス
ヤ
他
ノ
事
實
護
振

昌
埃
タ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
、
破
殿
差
戻
し
た
の
で
あ
る
。

〔
八
〕

大
判
大
正
七
年
四
月
二
七
日

新
聞

一
四
二

二
號
二

一
頁

は
、
右
判
旨
を
先
例
と
し
て
引
用
し
、
保
険

契
約
締
結

一
年
半
前
に
数
次
多

量
の
喀
血
を
爲
し
た
事
實
を
思
ひ
浮
べ
な
か
つ
た
場
合
ば
、
重
大
な
る
過
失
に
よ
つ
て
重
要
事
實
を
告
知
し
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る

と
し
て
ゐ
る
。

〔
九
〕

大
判
昭
和
九
年

一
〇
月

一
三
日

新
開
三
七
七

一
號

九
頁

は
、

多

少

こ

れ
ら

と
場

合

を

異

に
す

る
が

、

曰
く

、
-



「
被
保

険
幽者

力
精
神

病

ノ
既
往

症

ヲ
有

ス
ル
場

合

二
於

テ

ハ
、

㎝
精
神
障
碍

ノ
存

ス

ル
唱冊

ハ
固

ヨ
リ
該

病

症

ヲ
畳

知

ス

ル
ト

コ

ロ
・ナ

キ

モ
、

既

二
縫

神
障

碍

ノ
般
態

去

リ
平

静

二
復

シ
タ

ル
ト

キ

ハ
、

或

ハ
家
人

其

ノ
他

み
者

ヨ
リ
告

知

セ
ラ

レ
、

叉

ハ
該

病
襲

作

中

二
於

ケ

ル
自

己

ノ
行

跡

ヲ
追

懐

シ
、

既

往

ノ
病

症

ヲ
了

知

ス

ル

ニ
至

ル

コ
ト

ハ
通
常

ノ
事

例

ニ
シ
テ
、

其

ノ
平
静

二
復

シ
タ

ル
後

昌
於

テ

モ
街

之

ヲ
畳

知

ス

ル
ト

コ

ロ
ナ
カ

リ

シ

モ
ノ

ト

セ

ハ
、

被
保
}瞼

者

二
重

大

ナ

ル
過

失

ア

ル

モ
ノ

ト
謂

ハ
サ

ル

ヘ
ヵ

ラ

ス
。
」

こ
れ
ら
何
れ
も
、
〔
二
〕
と
同
様
に
悪
意
の
推
定
を
し
て
も
然
る
べ
き
場
含
で
あ
る
。
「
悪
意
叉
は
重
大
な

る
過
失
」
と
は
、
悪
意

ら
し
い
が
悪
意

の
立
證

の
充
分
で
な
い
場
合
に
"

善
意

と
し
て
も
そ
の
善
意
た
る
こ
と
に
重
大
な
る
過
失
あ
り
と
し
て
、
・悪
意
と
,同

一
の
効
果
を
負
は
せ
る
意
味
を
多
分
に
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
正
に
そ
の
事
例
で
あ

る
。、

「
悪
意
叉
は
重
大
な
る
過
失
」
と
は
、
重
過
失
あ
る
善
意
を
悪
意
と
同

一
に
取
扱
ふ
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
以
上
の
も
の

で
は
な
い
。

(
三
)
に
述

べ
た
如
く
、

事
實
自
禮
に
つ
い
て
悪
意
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
事
實
が
重
要
事
實
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
悪

意
叉
は
重
過
失
善
意
で
な
い
限
り
、
告
知
義
務
違
反
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
事
實
自
罷
に
つ
い
て
重
過
失
善
意
で
あ
つ
て
も

.お

の
み
で
は
告
知
義
務
違
反
と
な
る
.』
と
な
く
、
告
知
義
務
違
反
と
な
る
爲
め
に
は
そ
の
事
實
を
知
つ
て
ゐ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
事
實
が
重
要
な
事
實
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
で
あ
ら
う
、
若
し
知
ら
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
重
大
な
過
失

で
あ
る
と
い
ふ
場
含

で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
事
實
を
知
つ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
そ
の
重
要
な
る
事
實
な
る
事
を
知
つ
た
で
あ
ら
う

(
若

し
重
要
な
る
事
實
な
こ
と
を
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
重
過
失
で
あ
る
)
や
う
な
事
實
を
、
重
遇
失
に
よ
つ
て
知
ら
す
、
爲
め
に
告
知
し

な
か
つ
た
と
き
に
、
告
知
義
務
違
反
と
な
る
。
三
浦
義
道
博
士
は
、
そ
の
著

「
告
知
義
務
論
」
中
に
於

て
、

重
過
失

に
よ
り
重
要
事

實
の
存
在
を
知
ら
す
告
知
義
務
違
反
と
な
る
場
合
の
こ
と
を
、

「
法
的
義
務
ノ
認
識

ハ
ア
リ
タ
ル
モ
重
大
過
失

昌
ヨ
リ
重
要
事
實
ノ



存
在
ヲ
認
識
セ
ス
、
爲

メ
昌
告
ケ
サ
9ー
シ
場
合
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が

二
四

二
頁
。

二
四
〇
頁

の
表
と
照
合
す
べ
し

,
右
と
同
趣
旨
な
り
と
解
す
べ
き
で

あ

ら

う

。

〔
八
〕
〔
九
〕
及
び
松
本
博
士
の
所
説
は
、
重
大
な
る
過
失
に
よ
り
重
要
な
る
事
實
自
體

を
知
ら
す
、
爲
め
に
告
知
し
な
か
つ
た
と

き
は
、
直
ち
に
重
大
な
る
過
失
に
よ
る
告
知
義
務
違
反
と
す
る
も
の
の
如
く
で
、
不
當
で
あ
る
が
、
恐
ら
、く
は
そ
の
眞
意
は
、
右
三

浦
博
士
の
所
説
と
同

一
で
あ
ら
う

三
浦

博

士

も
、

二
四
'○
頁

の

「重

要

事

實

ノ
客

観

的

爲

象
発
生

ノ
原
因

一表

の
中

に
於

て
は
、

こ

の
場

合

の

事

を
軍

に

「
重

要

事

實

ノ
存

在

ヲ
知

ラ

サ

ル
ト

キ
」

「
不
知

ニ
ッ

キ
」
「
重

過

失

ア
.ル
ト

キ
」

と

し

て

ゐ
る
巳

叉

〔
八
ソ
〔
九
〕
の
事
實
は
、
前
者
は
数
次
喀
血
し
た
事
實
に
つ
い
て
で
あ
り
、
後
者
は
精
神
病
に
つ
い
て
で
あ
つ
て
、
共
に
正
に
、

若
し
そ
の
事
實
を
知
つ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
そ
の
事
實
が
重
要
な
る
事
實
な
る
こ
と
を
も
知
つ
た
で
あ
ら
う

(
若
し
知
ら
な
か
つ
能

と

す
れ
ば
重
大
な
る
過
失
で
あ
る
)
場
合
で
あ
る
。

(
七
)

事
實
自
禮
は
知
る
も
、
そ
の
重
要
性
を
知
ら
な
い
場
含
。
そ
の
中
そ
の
不
知
じ
つ
き
重
大
な
る
過
失
な
き
場
合
は
、
告
知

義
務
違
反
と
な
ら
な

い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
と
及
び
こ
れ
に
關
す
る
判
例
に
つ
い
て
は
、
既
に

(
三
)
に
於

て
述

べ
た
。
從

つ
て

こ
こ
で
は
"
そ
の
重
要
性
を
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
重
大
な
る
過
失
あ
り
、
從
つ
て
告
知
義
務
違
反
と
な
る
場
合
に
つ
き
述

べ
る
。

〔
一
〇
〕

大
判
大
正
八
年
六
月
二
七
日

新
聞

一
六
〇

八
號

ニ
ハ
頁

「
保
険
契
約
締

結
ノ
當
時
保
険

契
約
者
叉

ハ
被
保
険

者

二
於

テ
保
険
者

二
告
知

ス
ル

コ
ト
ヲ
要

ス
ル
重
要

ナ
ル
事
實

ナ
リ
ヤ
否

ヤ

ハ
、

客
親
的
標

準

二
依

リ
之
ヲ
決

ス
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
此
等
ノ
者

ノ
主
観
的
見
解

二
依

ル

ヘ
キ
者

ニ
ア
ラ

ス
。
一

「
故

二
荷
ク

モ
被
保
険

者
ノ
既
往
症

ニ
シ
テ
性
質
上
生
命

ノ
危
険

ヲ
惹
起

ス
ル

ニ
足

ル

ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
以
上

ハ
、

保
険
契
約
者

又

ハ
被
保
険

者

二

於
テ
斯

ク
ノ
如
キ
重
要

ナ
ル
性
質

ヲ
有

ス
ル
病
症
タ

ル
コ
ト
ヲ
畳
知

セ
サ
ル
モ
、

其
自
畳

セ
ル
既
往
症
櫃

二
依

リ
容
易

二
尋
常

一
様

ノ
疾
患

ニ
ア



ラ
サ
ル

コ
ト
ヲ
知

リ
得

ヘ
キ

ニ
拘

バ
ラ

ス
、
之
ヲ
告
知

セ
サ
ル
ト
キ
ハ
、

其
不
告
知

二
付

キ
少
ク
ト
モ
重
大
ナ
ル
過
失
ア

ル
モ
ノ
ト
解

ス

ヘ
キ
モ

ノ
ナ
ル

コ
ト

ハ
、
本
院
從
來

ノ
剣
例
ノ
示

ス
所

ナ
リ
。
」

而

し

て
明

治

四

十

五

年

以

來

慢

性

の
胃

疾

患

に
罹

り

、

大

正

三

四
年

頃

既

に

胃
痛

の
爲

め

モ

ル
ヒ
ネ

注

射

を

爲

し
、

大

正

六
年

四

月

十

三

日

に
も

モ

ル
ヒ
ネ

注

射

を

し
た

の

に
、

大

正

六
年

四
月

三

十

日
右

事

實

を

不
告

知

の
ま

～
保
険

契

約

を

締

結

し

た
本

件

に

つ

き
、

「
原
裁
判
所

ハ
、
被
保
険

者
甲

二
於

テ
假

令
前
記
ノ
如

キ
既
往
症

ヲ
以
テ
胃
潰
瘍

ノ
前
駆
症

ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ト

ス
ル
モ
、

該
既
往
症

二

依
リ
同
人

ノ
畳

知
セ
ル
胃
病
力
尋
常

一
様
ノ
疾
患

ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
自
畳

セ
サ
リ

シ
ヤ
否
ヤ
、

叉
自
畳

セ
サ
ル

ニ
付

キ
重
大

ナ
ル
過
失
ナ
キ
ャ

否
ヤ
ヲ
審
査

シ
、

以

テ
右
既
往
症
朕
ヲ
保
険

者
タ

ル
上
告
人

高
告
知

セ
サ
リ
シ

昌
付

キ
悪
意

又

ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
決
セ
サ
ル

ヘ
カ
ラ

ス
。
」

と
し

て
破
殿
差
戻
を
し
た
。

本
判
決
に
、

「
本
院
從
來
ノ
判
例
ノ
示
ス
所
ナ
リ
」
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、

從
來
の
判
例
は
必
す
し
も
明
確

に
、
重
要
性
の
自
畳
叉

は
不
自
畳
に
つ
い
て
の
重
過
失
を
問
題
と
し
て
は
ゐ
な
い
。
即
ち

、

〔
一
一
〕

大
判
大
正
七
年
三
月
四
日

民
録
二
四
輯

三
二
三
頁
、

抄
録
七
六
巻

一
七
六
五
九
頁

「
被
保
険

者

ヵ
保
険
契

約
締
結
當
時
生
命

ノ
危
険

ヲ
測
定

ス
ル

ニ
重
大

ナ
ル
関
係

ヲ
有

ス
ル
疾
患

一卿
罹
リ
居
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
、

縦
令
醫
師

ヨ
リ
其

病
名

ノ
告
知

ヲ
受
ケ
タ

ル
事
實

ナ
シ
ト
ス
ル
モ
、

其
重
患

二
罹

リ
居
リ
タ
ル
事
實
自
體

ハ
被
保
険

者

二
於

テ
之
ヲ
自
覚

シ
居
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣

ス

ヘ
キ
ヲ
當
然

ト
ス
。
從

テ
保
険
契
約
締
結
當
時
之
ヲ
保
険

者
と
告
知

セ
サ
リ
シ

バ
、

他

二
特
別

ナ
ル
事
情

ナ
キ
限

ハ
、
悪
意
又

ハ
重
大

ナ
ル
過

失

二
基
因

ス
ル
モ
ノ
ト
推
定

ス
ル
ヲ
相
當
ト

ス
。
」



〔
一
ゴ
〕

大
判
大
正
七
年

一
一
月
八
日

民
録
二
四
輯
二

一
五
三
頁
、

抄
録
八

一
巻

一
九
〇
〇
〇
頁

「
筍

モ
被
保
険

者

ノ
既
往
症

ニ
シ
テ
性
質
上
生
命

ノ
危
険

ヲ
惹
起

ス
ル

ニ
足

ル

ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
以
上

ハ
、

保
険
契
約
者
叉

ハ
被
保
険

者

二
於

テ
斯

・

ル
重
要

ナ
ル
性
質

ヲ
有

ス
ル
病
症
タ

ル
コ
ト
ヲ
畳
知

セ
サ
ル
モ
、

其
畳
知

セ
ル
既
往
症
状
ヲ
告
知

セ
サ
ル
ト
キ

ハ
、
其
不
告
知

二
重
大

ナ
ル
過
失

ア
y
ト

シ
テ
商
法
第
四
百

二
十
九
條

(
現
六
七
八
條
)

ノ
適
用
ヲ
免

カ
レ
サ

ル
モ
ノ
ト

ス
。
」

〔
一
三
〕

大
判

大
正
五
年
三
月
二
〇
日

民
録

ニ
ニ
輯
四

七
九
頁
、

抄
録
山ハ

巷

四
一
六
七
頁

r
「
被
保
険

者

ノ
現
在

ノ
病
症

ニ
シ
テ
其

ノ
生
命

二
影
響
ヲ
及

ホ
サ
サ
ル
ヲ
必

シ
難

キ
モ
ノ
ノ
如

キ

ハ
、
危
険

ノ
測
定

二
必
要

ナ
ル
事
實

幅
局

ス
ル

ヲ
以
テ
、
商
法
第
四
百
二
十
九
條

(
現
六
七
八
條
)

二
所
謂
重
要
ナ
ル
事
實

二
該
當

セ
ル
モ
ノ
ト
ス
。

故

二
縦
令
保
険

契
約
者

力
生
命

二
影
響

ス

ル
病
症

二
非

ス
ト
信

シ
タ
ル
場
合

(
疾
患
自
體

は
自
畳
し
て
ゐ
た
)

卜
錐

モ
、

故
意
又

ハ
重
大

ナ
ル
過
失

二
因
リ
テ
之
ヲ
告
知

セ
サ
リ

シ
ト
キ
ハ

保
険

者

ハ
契
約

ノ
解
除
ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
得

ル
モ
ノ
ト

ス
。
」

か
く
の
如
く
、
そ
れ
以
前
の
判
決
は
、

重
要
事
實
自
盟
の
自
畳
あ
り
な
が
ら
之
を
告
知
し
な
い
と
き
は
、

「
他

昌
特
別
ノ
事
情
ナ

キ
限

ハ
」
、

「
重
要
ナ
ル
性
質
ヲ
有
ス
ル
病
症
タ
ル
コ
ト
ヲ
畳
知
セ
ザ
ル
モ
」
、

更
に

「
縦
令
保
険

契
約
者
力
生
命

二
影
響
ス
ル
病
症

昌
非

ス
ト
信
シ
タ
ル
場
合
ト
錐
モ
」
、

重
大
な
る
過
失
に
よ
る
不
告
知

と
し
て
契
約
を
解
除
し
得
る
と
爲
し
、

そ
の
事
實
の
重
要
な

る
事
實
な
る
こ
と
の
自
畳
不
自
畳
及
び
不
自
畳
に
つ
い
て
の
重
過
失
の
有
無
を
問
題
と
せ
す
に
告
知
義
務
違

反
な
り
と
し
て
ゐ
る
の

で
あ
つ
て
、
少
く
と
も
そ
の
推
論
は
不
充
分
で
あ
る
。

爾
こ
れ
ら
と
同
趣
旨
の
判
決
が
二
つ
あ
る
。

〔
一
四
ロ

大
判
大
正

一
四
年
六
月
二
五
日

新
聞

二
四

七

〇
號

一
三
頁

(
肺
尖
加
答
見
に
て
醫
師

の
診
療
を
受
け
て
ゐ
た
事
件
)
は
、
〔
一
一
〕
を
先
例
と
し
て
引
用
し
、
之
と
同
趣
旨
の
判
決
を
爲
し
、



〔
一
五
〕

大
判
昭
和
九
年

一
〇
月
五
日

新
聞

三
七
五

七
號

一
四
頁

(悪
性
q
子
宮
筋
腫
叉
は
悪
性
腫
瘍
に
て
署
師
の
治
療
を
受
け
て
ゐ
た
事
件
)
は
、
〔
一
二
〕
を
先
例
と
し
て
引
用
し
、
之
と
同
趣

旨
の
判
決
を
爲
し
て
ゐ
る
。

(
八
)

最
後

に
問
題
と
す
べ
き
は
、
松
本
博
士
が
重
過
失
に
因
る
不
告
知
の

一
場
合

と
し
て
、

「
重
要
ナ

ル
事
實
ノ
存
在
及
ヒ
其

重
要
ナ
ル
事
實
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ツ
テ
、
而

モ
重
大
ナ
ル
過
失

昌
因
ツ
テ
之
ヲ
告
ヶ
サ
リ
シ
ト
キ
」
を
挙
げ

て
居
ら
れ
る

'

)
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
恐
ら
く
は
、
同
博
士
が
前
述
の
如
く
悪
意
の
不
告
知
に
よ
る
告
知
義
務
違

反
の
要
件

の

一
と
し
て

「
襲

貧

妻

ヲ
告
ケ
サ

ル
コ
ト
」
と
さ
れ
て
ゐ
る
(

)
こ
と
鋳

慮
し
、
重
要
な
る
事
實
の
存
在
と
養

要

な
る
事
實
に
属
す
る
事
を
知
つ
て
ゐ
る
場
合
に
於
て
、
(
イ
)
故
ら
に
其
事
實
を
告
げ
な
い
と
き
は
悪
意
に
よ
る
不
告
知
、
(
ロ
)
重

大
な
る
過
失
に
よ
つ
て
其
事
實
を
告
げ
な
い
と
き
は
重
過
失
に
ょ
る
不
告
知
で
あ
つ
て
、
共
に
告
知
義
務
違

反
と
な
り
、

(
八
)
其

事
實
を
告
げ
な
い
と
し
て
も
そ
の
不
告
知
に
重
大
な
る
過
失
の
な
い
と
き
は
告
知
義
務
違
反
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
。

し
か
し

(
一
)

に
於
て

(

)
述
べ
た
や
う
に
、
重
要
な
る
妻

の
存
在
す
る
こ
と
と
そ
の
轟

な
る
事
實
で
あ
る
こ
と

を

知

り

な

が

ら

告

知

し

な

い

と

き
は

、

こ
れ
即
ち

悪

意

に

よ

る
不

告

知

で
あ

り

.

告

知

義

務

違

反

と
な

る

の
で
あ

つ

て
、

右

の
(
ロ
)

や

(
ハ
)

が

問

題

と
な

る
絵

地

は
存

し
な

い
。

獨
逸
保
険

契

約

法

第

一
六
條

は
、

「
保
険

契
約
者

ハ
契

約
締
結

二
擦

シ
、
危
検

ノ
引
受

ノ
爲

二
重
要
ナ
ル
総

テ
ノ
知

レ
ル
事
實

ヲ
保
険

者

二
告
知

ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
っ

私
法
論
文
集
二

巻
二
二
二
頁

「
故

ラ

ニ
」

に
關

聯

し

て

前
掲

二

一
二

頁

前

引

'用

。



前
項

ノ
規
定

二
反

シ
テ
重
一要

ナ
ル
事
實

ノ
出
ロ
知
ナ
カ
リ
シ
ト
キ

ハ
、
保
険
励者

ハ
契

約
ヲ
解
除

ス
ル

コ
ト

ヲ
得
。

保
険

契
約
者
悪
意

ヲ
以
テ
(
a
r
g
l
i
s
t
i
g
)

重
要

ナ
ル
事
實

ヲ
知

ル
コ
ト
ヲ
避
ケ
タ
ル
ガ
爲
、

其
ノ
告
知

ナ
カ
リ
シ
ト
キ
亦
同
ジ
。

保
険

者
ガ
告
知

ナ
ヵ
リ
シ
事
實

ヲ
知

リ
タ

ル
ト
キ
、

又

ハ
保
険
契
約
者

ノ
過
失

(
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n

)

二
基

カ
ス
シ
テ
告
知

ナ
カ
リ

シ
ト
キ

ハ
、
保

瞼

者
契
約

ヲ
解
除

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

ス
」

と
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
本
籍

關
し
、
三
浦
博
士
は
次
の
如
毒

べ
ら
れ
て
ゐ
る

)
。

「
主
糎
的
要
件
タ
ル
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n

ハ
、

『
凡
テ
ノ
知

レ
ル
事
實
ノ
黙
秘
』

ニ
ッ
キ
テ
存

ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
規
定

セ
ル
カ
故

二
、
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n

ハ
獣
秘

セ
サ
ル
義
務

ノ
認
識

ニ
ツ
キ
其
ノ
有
無
力
問
題

ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。

即
知

ツ
テ
告

ケ
サ
リ
シ
鮎

ニ
ツ
キ
テ
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n

ノ
問
題
起

ル

ノ
、、、
。
即
知
リ
シ

ニ
不
拘
告

ケ
サ
リ

シ
バ
、

法
的
義
務
ノ
認
識

(
重
要
な
る
事
實
に
周
す
る
こ
と
を
認
識
す
れ
ば
法
的
義
務
を
認
識
す

る
わ
け
で

あ

る
ー

筆

者
)

二
責

任

(
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n

i

筆

者

)

ア
リ

シ

ニ
非

サ

ル
カ

。
此
點

ニ
ッ

キ
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n
ヵ
問

題

起

ル
ノ

ミ
。
」

博
士
が
、
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n

は
法
的
義
務
の
認
識

に
つ
い
て
の
み
問
題
と
な
る
と
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
第

三
項
の
V
e
r
s
c
h
u
l
d
e
n

は
、
第

一
項
第
二
項
と
の
関
係

に
於
て
事
實
自
體

の
認
識
に
つ
い
て
問
題
と
な
ら
な
い
の
み
な
ら
す
、
右
に
問
題

と
し
て
ゐ
る
不
告

知
自
体

に
つ
い
て
も
問
題
に
な
ら
な
い
と
の
意
に
解
す

べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
若
し
さ
う
い
ふ
意
味
な
ら
ば
、
右

に
述
べ
た
私
の

考

へ
方
と
同

一
な
わ
け
で
あ
る
。

前
娼
書
二

〒四
六
頁



借

用

証

文

之

事

一
米
萱
俵

但
シ
利
三
割

右
之
通
髄
二
借
用
致
候
處
相
違
無
御
座
候
然
ル
上
御
返
濟
之
儀

ハ
來
ル
酉
ノ
十
月
無
間
違
御
算
用
可
致
候
若
萬

一
間
違
候
節
は
私
所
持
之
家
財
相
當
之
品
御
引
揚
ケ
御
算
用
可
被
成
候
其
節

二
到
リ
一
言
之
儀
申
間
敷
候
爲
後

日
證
文
伍
而
如
件

明
治
五
年

申
ノ
十
二
月

篠

原

和

三

殿

大

江

競

印

受
人仲

原

甚

七

印

(筑
前
。
本
學
法
制
炭
研
究
室
藏
)

司
法
省
指
令

(
明
治
七
年
三
月
十
二
日
敦
賀
縣
伺
に
対
し
四
月
廿
七
日
發
)

に
、

甘

人
民
ノ
財
産
器
械
等
ヲ
没
入
ス
ル
ハ
政
権

昌
屡
シ
人
民
、相
互
ノ
約
定
上

ヨ
リ
成
ル
ヘ
キ
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